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　IWAに49あるスペシャリストグループの１つ、「統計・経済スペシャリストグループ」の運営会議が、
平成27年３月18日に日本水道協会で開催された。本協会では、世界各国から水事業の専門家が来日する
この機会に合わせて、翌19日に、滝沢東京大学大学院教授を座長に、グループのメンバーを講演者に迎
え、標記ワークショップを開催した。ワークショップでは各国の水道経営の現状、課題、対策等に関す
る講演及びディスカッションが行われ、水道関係者約120名が聴講した。
　同ワークショップの議事録を、３回に分けて掲載する（「その１」、「その２」はそれぞれ８、９月号に掲載）。

「資　料」

IWA（国際水協会）統計・経済スペシャリストグループ・ワークショップ
世界の水道事業の現状と経営戦略

－水道の広域化、公民連携について考える－（その３）

日本水道協会研修国際部国際課

時間 プログラム

９：30－９：40 歓迎挨拶日本水道協会理事長　尾﨑　勝

８
月
号
掲
載

９：40－９：50 ワークショップ座長挨拶東京大学大学院工学系研究科教授　　滝沢　智

９：50－10：10
IWA統計・経済 SG議長挨拶
元オランダ・ティルブルフ水道事業管理者、
IWA統計・経済 SG議長　　エド・スミーツ（オランダ）

10：10－10：40
⑴　日本の水道事業経営
日本の水道事業経営の現状
東京大学大学院工学系研究科教授　　滝沢　智

10：40－11：20

⑵　世界の水道事業経営
①オランダの水道、広域化の推進
　元オランダ・ティルブルフ水道事業管理者、
　IWA統計・経済 SG議長　　エド・スミーツ（オランダ）

11：20－12：00
②ルーマニアの水道、コンセッションの現状
　ルーマニア・ブラショフ水道財務部長、IWA統計・経済 SG副議長、
　水道料金WGリーダー　　テオドール・ポパ（ルーマニア）

９
月
号
掲
載

12：00－13：00 昼食休憩

13：00－13：40
③スペインの水道、公民連携の現状
　バレンシア大学経済学部応用経済学科准教授、経済性分析WGリーダー
　フランチェスク・エルナンデス・サンチョ（スペイン）

13：40－14：20
④ベルギーの水道、コンセッションの進捗
　ベルギー・フランダース水道、統計WGリーダー
　ヤン・ハメネッカー（ベルギー）

14：30－15：10
⑤アメリカの公営水道、公民連携の動向
　コンサルタント会社経営（経済学者）
　デボラ・ギャラーディ（アメリカ） 10

月
号
掲
載

15：10－15：30 休憩
15：30－16：50 ⑶　ディスカッション
16：50－17：00 ⑷　座長総括
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⑤　アメリカの公営水道、公民連携の動向（デボ
ラ・ギャラーディ、アメリカ）
＜講演内容＞
私からは、アメリカにお

ける水道事業の現状につい
て財務的な面を中心にお話
しさせていただき、また、
持続可能性をさらに向上さ
せていくための戦略につい
てもお話しできればと思っ
ています。

＜アメリカの水道事業の課題＞

アメリカは、日本やその他の国と同様に様々な
課題に直面しています。まず、運営コストが増え
ていくという大きな課題が挙げられます。それと
同時に、金融の面でオプションが限られていると

いう現状もあります。連邦政府からの補助金も
減ってきていますし、人口の減少とともに水の消
費量も減ってきています。水道料金が水道事業者
の主な収入源ですので、大きな影響を受けていま
す。さらに、気候変動の問題もあり、事業者への
プレッシャーは強まっています。

今、我々は「ニュー・ノーマル」と言われる時
代に来ていると考えています。コストの増大と同
時に消費が減少する状態のことです。この傾向
は、今後も当分変わらないと考えています。コス
ト増大の主な原因となるのは、インフラの劣化、
規制の強化、連邦政府からの補助金の削減です。
また、技術の進歩とともに、様々な設備の改善も
行っていかなくてはなりません。

こちらは、今後の水道インフラのコストを予測
したものです。水道インフラに対してこれから先
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20年にわたって必要となる投資額は4,000億ドル
（約50兆円）と計算されています。これは米国の
環境保護庁で試算された数字です。

皆さんもご存知のように、このインフラ投資の
ほとんどが送・配水管の更新に充てられます。
アメリカには、米国土木学会（ASCE）という
団体があります。ここが約２年ごとに社会インフ
ラの評価を行っており、その中で上水道部門は２
マイナスという非常に低い評価でした。

その大きな要因としては、今後更新が必要と言
われる約100万マイル（約160万 km）にも及ぶ配
水本管が挙げられます。現在、年間で24万件もの
配水管の破損が報告されています。また、これか
ら20年先までは毎年、交換が必要な管が倍増して
いくことが想定されています。

また、水循環全体を考えると下水道事業でも同
様のことが言えるので、こちらも最終的に利用者
の請求書に反映されることとなります。

その他に、過去10年間で必要資金が増大してい
るのがセキュリティ面です。連邦政府は2002年か
ら、給水人口3,300人以上の事業体に対し、セキュ
リティ評価の実施を義務付けています。このセ
キュリティ関連の追加投資額は、これから先20年
で2,350億ドル（約30兆円）にも上ると試算され
ています。これらのインフラ改善、向上のための
資金も、水道料金から調達せざるを得ません。
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こちらの表をご覧いただくと、2014年のインフ
ラに必要なコストは2004年に比べ劇的に増加して
いるのに対し、連邦政府の補助金は若干減少して
いることが分かります。今後は金利が上がってく
ることも想定されるため、その対策を考える必要
もあります。そのため、事業体の経営陣は資金調
達の意識をより高めていく必要があります。

水道の使用量は、ルーマニアほどではありませ
んが、この10年間で25％ほど減少しています。ま
た、１家庭あたりの使用量も、多くの地域で30％
以上減少しています。

こういった状況から、上・下水道ともに水道料
金は物価指数の倍程度まで増加しています。

州によって状況が異なりますが、多くの州で
は、今後、気候変動への対策が必要と考えられて
います。
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このような理由から、現在、我々が直面してい
る外的リスクによる影響を減らしていくために
も、料金構造や体系、また計画や予測精度を改善
する必要があります。また、内部的な弾力性を高
め、コスト回収や債権管理もしっかりと行う必要
があります。

＜水道料金＞

現在、アメリカには、コストを100％回収でき
ている水道事業体は多くありません。この表によ
れば、100％回収できている事業体は、全体の
50％にも満たないことが分かると思います。
この要因の一つは、全国の水道事業が公営の事

業であるということです。こういった公共企業
は、基本的に選挙で選ばれた人々によって管理さ
れているため、料金値上げは非常に難しい状況で
す。それに対する戦略の一つとして考えられるの
が、指標に連動した価格設定というもので、自動
的に調整をかける方法です。例えば、インフレ指
数や消費者物価指数、何らかの建設コストなどに
価格をリンクさせて、価格を自動調整します。
さらに、通常の基本料金と従量制などに加え、

特定のコストに関連したサーチャージ（付加料
金）を導入する方法があります。主なサーチャー
ジとしてよく挙げられるのが、環境、安全、補
修・交換、渇水等です。ユーザーに対しては、何
のための付加料金なのかということをしっかりと
伝えることが重要です。例えば、テロが起きた
2000年以降、セキュリティ強化の要請が高まって

いることをしっかりと説明すれば、お客様にもご
理解いただけるということです。請求書にその旨
を明記することも効果的です。

コスト回収の新たな手法として、オレゴン州
ポートランドでの事例をご紹介します。これは、
送水管にタービンを設置して水力発電を行い、電
力会社に販売するというものです。その他の手法
としては、給水塔を有効利用したアンテナのリー
スや、ボトル水の販売があります。ボトル販売に
は違和感があるかもしれませんが、効果を上げた
事業体もあります。

また、資本に十分にアクセスできるということ
も事業者にとっては非常に重要です。2000年後半
から景気の後退が始まり、業績がより一層注目さ
れるようになって、格付けも重視されてきまし
た。中でもオペレーションリスクや負債でカバー
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している予算の割合などの指標が重要視されるよ
うになりました。最近では、最低でも固定費の
30％を回収することが大きなトレンドになってき
ています。

完璧な予測はできませんが、今後の収益を把握
しておくことは重要です。これまでは、水の消費
が減少してきている中での投資予測に基づく影響
評価がしっかりと実施できていませんでした。そ
のギャップを、これから埋めていかなくてはいけ
ません。また、他の発表者からも話があったよう
に、計画的なアセットマネジメントも重要です。

先ほどハメネッカー氏のお話しにもありました
が、料金の完璧な設計方法はありません。しかし、
アメリカにおいては現在、料金設定のモデルが変
化しつつあります。以前は、使った分を支払うと
いうことで、資源効率や社会資本、顧客管理に重

点が置かれていました。しかし、景気後退と消費
減少が相まってこれが逆の方向へ向かっており、
より収益の安定性を求める方向へ、つまり実際の
事業の費用構造に見合った料金体系へと変化して
います。これはすなわち、「サービスの多様性に
対する料金」への移行を意味しています。

水道料金の構造は、だいたい75～85％が固定費
となっています。これまでのアメリカのやり方で
は、固定費の回収が25％にも満たないため、従量
料金部分の影響に対して非常に弱い体制でした。
基本的なサービス料金として、顧客サービス、
メーターの修理・交換、そして請求処理などを料
金の対象としてきたわけですが、今後はさらに、
配水管の維持管理や消防等に関する請求も考えて
いく予定です。

これまで固定費は、基本的に全てのお客様に対
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して同じように統一して請求されていました。違
いがあるとすればメーターの差異ということに
なっていました。以前は最低限の水準で基本料金
が請求されていたのですが、実際の使用量に対す
る料金が不足しているため、これを適用している
水道事業体はかなり減少し、現在では400社のう
ち67社です。

現在増加しているのが、消費ベースの固定費請
求です。これは、これまでの基本料金にあたる固
定費部分、従量部分のうち固定費に配分する部
分、変動部分の３つの要素から構成されていま
す。これにより、使用量に基づく固定費の一部を
回収することもできるようになります。
例えば、場合によっては前年度の使用料のピー

クである夏期の使用量をベースに計算されること
もあります。または、該当する請求期間内の使用
量を基に、リアルタイムで計算される場合もあり
ます。これにより収益の安定性を増すことがで
き、同時に資産効率も維持することができます。
しかし、前年度の使用量に対して請求を行う場合
などにはタイムラグが生じてしまうというデメ
リットもあります。

こちらはテキサス州オースティンでの例です。
固定料金の部分は前年度の顧客の使用量に基づい
て請求額が増えていくのですが、この例では一度
定められた金額は変動しません。この方式によ
り、実際に固定費によって収益が回復していくと
いうデータも出ています。以前の方式では18％し
か回収されていなかったのですが、新しい方式で
は57％回収することができるようになりました。
メーターに基づいて計算していた料金を、ピーク
時の使用量に基づいて計算するようになっていま
す。

我々は、他の公営事業等を参考により良いアイ
ディアを模索しています。この方式は電力会社の
方式を参考に考案したものです。前年度の水使用
量をベースに料金を決定する方式は、下水道事業
にも利用されています。下水道事業では、前年度
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の冬期の使用量を使って料金を計算しています
が、これは、冬期が屋内で使用される水量を計測
する上で最も適切な時期とされているためです。

水道料金は比較的手頃なレベルにあるのです
が、支払いが困難な方々に対する利用者サポート
プログラムも用意しています。事業者が低所得の
ユーザーに対して器具の取り付けなどを行い、使
用量を節約できるようサポートしています。
また、一般の方々に対する教育も非常に重要で

す。以前は主に「使えば使うほど料金が高くなる」
というメッセージを伝えていましたが、今後は水
道事業を持続可能でより強いものにするために、
コストの回収が必須であることを伝えていかなけ
ればなりません。そのため、現在は水の価値に対
する啓蒙活動を行っています。「24時間いつでも
水が使え、それを支える水道システムが高い信頼
性を維持していることが重要である」という点を
しっかりと伝えていかなければなりません。

こちらは、アメリカの水事業に係る組織構造で
す。水道事業を行っている企業が５万社以上あ
り、うち約半数が公営で残りは民間となっていま
す。国民の約９割は公営のサービスを受けている
状況にあります。また、３つの州では、フレキシ
ブルに規制をかけることができます。これらの州
では、公営企業委員会（Public Utilities Commis-
sion）という団体を介して、規制を相補的に用い
ています。
しかし、こうした相補的な規制のない州であっ
ても、個々の法令を定め、その中で料金の計算方
法などを規定しています。カリフォルニア州でも
最近法律が制定され、サービス・コストベースで
の料金体系が定められましたが、これはブロック
ごとに料金が上がる設定になっており、その内容
が本当にサービス・コストベースなのか、という
疑問が上がっているようです。これについては今
後、動向を注視していきたいと思っています。

⑶　ディスカッション
滝沢座長：これがワークショップ最後のセッショ
ンとなります。５つの発表をお聞きして、それぞ
れ国は違っても共通の課題があるということに非
常に興味を持ちました。ギャラーディさんのスラ
イドに、施設の老朽化、成長と規制、資金不足、
気候変動、水需要の減少といった課題が示されて
おり、それが端的に共通の課題を示していると思
いました。

先ほど用紙に記入していただいた会場の皆さん
からの質問を、内容に応じて私なりにいくつかの
グループに分けました。このディスカッションを
通して、できるだけ皆さんの知りたいことに触れ
ていきたいと思っています。

＜事業体の最適な規模について＞
現在、厚生労働省や日本水道協会では、できる
だけ自発的に再編を進めて、小さな水道事業体の
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数を減らしていく取組を行っているのですが、な
かなか思うように進んでいません。それに関し
て、エド・スミーツさんへの質問です。
オランダでは既に再編が進み、現在は大規模、

中規模の水道事業体10社程度にまで減っています
が、スミーツさんの経験に基づくと、10くらいと
いうスケールが管理をしていく上でベストだと
思っていらっしゃいますか。この10という数が最
終的な段階なのでしょうか。
エド・スミーツ（オランダ）：現在の10社という
状態になってから、すでに８年から９年ほど経っ
ています。現在、これをさらに再編するというよ
うな政治的なプレッシャーや、法的な義務はあり
ません。だからといって、この10社という状況が
このままずっと続いていくのか、これが最終段階
なのかは分かりません。小規模な合併はまだある
かもしれません。
また、10社それぞれを見てみると、ほぼ同じ効

率性を達成しています。一番大きいものは給水人
口が約600万人のヴィテンズという企業で、一番
小さな事業体は給水人口が約50万人です。ですか
ら、ある一定の効率性を達成するためには、最低
限のスケールが必要であることは間違いないと感
じています。最近のイギリスの研究では、給水戸
数20万程度が適正な事業規模であるという研究成
果が発表されています。
ヴィテンズの場合は、給水戸数で言うと250万

程度になると思います。一番小さな企業は25万程
度ですので、研究成果の適切なサイズに合致して
いるのではないかと思います。最適化を図るとい
う意味では、ヴィテンズはぎりぎり最大のサイズ

だと思います。あまり大きすぎても適正化が図れ
ません。先ほどもお話ししたとおり、効率性の達
成には最低限のサイズ、規模が必要です。これは
上下水道に限った話ではなく、どのインフラ分野
でも同じだと思います。

＜ルーマニアの地域間開発協会について＞
滝沢座長：似た質問がポパさんに来ております。
現在ルーマニアでは小規模な事業体がより大きな
事業体に吸収されて再編が進んでいるということ
でした。その中で大きな役割を果たしているのが
「地域間開発協会」という組織でしたが、それに
関する質問です。
この協会の役割は、上下水道の事業に限ったも
のなのでしょうか。それとも、その他の公益事業、
病院であるとか、交通機関、廃棄物処理、そう
いった分野でも同様の役割を果たしているので
しょうか。
テオドール・ポパ（ルーマニア）：ルーマニアで
は、以前から、それぞれの都市が水を含めた様々
なインフラの問題を解決しようと取り組んできま
した。しかし、技術的な観点から見ても、明らか
に１つの都市がそれぞれの浄水場や、排水処理施
設、または空港を維持し、運営することは現実的
ではありません。やはり、地域単位でのインフラ
整備が必要になってきます。そこで、中央政府が
法律をつくり、地方自治体により構成された協会
にその権利を移譲するという仕組みが生まれたの
です。これは、上下水道や空港などのインフラ投
資プログラムに対して義務を課す法律です。協会
は地域の行政組織としての役割を果たすことはで
きませんが、ある特定のプロジェクトに関しては
意思決定できる権限が与えられます。
滝沢座長：つまり、地域間開発協会は、長期的な
投資計画において役割を果たすというよりは、投
資プロジェクトごとに役割を果たすものなので
しょうか。
テオドール・ポパ（ルーマニア）：長期的な関わ
りを持つケースもあります。例えば、我々のよう
な水道サービスのセクターであれば、契約期間は
役割を果たすということで、これから49年にわた
り関わっていくことになります。協会が水道事業
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体をコントロールしているというのが現状です。

＜事業体の吸収合併、買収＞
滝沢座長：ルーマニアでは現在、小規模事業体を
再編しているところだと思いますが、今のところ
順調に進んでいるのでしょうか。何か問題などは
ありますか。
テオドール・ポパ（ルーマニア）：政府が望んで
いるほどスムーズには進んでいません。やはり、
オペレーターになりたがらない小規模事業体があ
ります。そういった反対勢力がある一方で、再編
に対するプレッシャーが大きいので、今後数年間
は再編が継続的に進められていくと思います。現
在、約40社で全給水人口の85％ほどをカバーして
います。今回の業界再編が終わった後、業績の良
くない事業があれば更なる再編が行われ、最終的
には15社程度になるのではないかと思っています。
そういった中で、オランダで使用されているベ

ンチマーキングから学びたいと思っています。
ルーマニアではもともと任意でベンチマーキング
が行われていましたが、来年度からは義務化され
ます。
滝沢座長：同じく業界再編スケールアップの話
で、ベルギーのハメネッカーさんに質問です。発
表の中で「買収」という言葉を使っていましたが、
この意味を具体的に確認させてください。これ
は、やはり小規模な事業体を大規模な事業体が買
収してしまうという意味なのでしょうか。
ヤン・ハメネッカー（ベルギー）：やり方として
は友好的なのですが、吸収合併を行っています。
地方自治体において非常に緊急性が増しています
ので、こういった形で事業を検証しています。実
際に吸収合併という言葉は悪い意味を持っている
ものではなく、両社にとってWin-Winの関係が
築ける取引です。
実際、より政治的に丁寧なやり方で吸収合併を

行うことも可能です。例えば、買収先に10名の取
締役がいればこの10名の方達に新たな企業構造を
提供し、いいお給料を用意すればよいのです。
状況に緊急性があることも重要なのですが、ビ

ジネスモデルそのものが、規模が小さいがために
危機にさらされている状況にあるのも事実です。

大企業に買ってもらわなければ仕事を失ってしま
う状況もあります。
滝沢座長：吸収合併を行う対象となる小規模事業
の資産価値はどのように評価しているのでしょう
か。
ヤン・ハメネッカー（ベルギー）：公営企業が他
の公営企業を買収しますので、通常の吸収合併の
手法は使えません。通常の資産、負債についても
計算するのですが、それに加えて政治的価値につ
いても見積もる必要があります。お金を支払って
買うわけですから、自由市場で取引されることに
なります。２、３社の競争入札があり、リスクを
とって良いオファーを出さなければ勝てません。
滝沢座長：本件に対してコメントはありますか。
スミーツさん。
エド・スミーツ（オランダ）：オランダでも同じ
ようなことがありまして、1975年の法律で資産評
価の手法が定められています。その中で実際に買
収する企業、買収される企業、事業体のあるコ
ミュニティに対して支払いをしなければいけない
のですが、その計算の基になるのは資産評価で
す。今後10年分の利益、そして残されるコストを
ベースに計算することになります。この交渉は基
本的に任意ベースで行われ、うまくいかない場合
には裁判となり、最終的には判事が価値を定める
ことになります。
滝沢座長：ハメネッカーさんに質問です。このよ
うな業界再編を進めていくことによりスケールメ
リットが生まれるというお話がありましたが、ス
ミーツさんからもお話があったように、例えばコ
ストを30％下げることができたなど、吸収前と後
で何が改善されたのかについて、具体的な例があ
ればお聞かせください。
ヤン・ハメネッカー（ベルギー）：必ずしもすべ
てが金額で表せるものではないと思います。効率
性が改善されることによりサービスの品質が向上
するといったような、質の面での改善もあります。
滝沢座長：サービス品質の改善の部分を数値化し
て表せますでしょうか。
ヤン・ハメネッカー（ベルギー）：これは長期的
な投資にあたります。今の時点では具体的な数値
はご紹介できるものがありません。
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滝沢座長：スペインには小規模なものも含めて約
2,000の事業会社があるというお話でしたが、今
後は大規模な事業に吸収されていくのでしょう
か、またはこのぐらいの数字でいくのでしょうか。
フランチェスク・エルナンデス・サンチョ（スペ
イン）：スペインでも業界再編プロセスは進んで
います。独立系の事業体が大きなグループの傘下
に入る動きが出てきています。規模の経済による
コストの削減、サービス品質の向上などを目的と
して行われています。また、政府の管理面から見
ても、コンセッション政策を進めていくうえで
も、独立系の事業体でも大規模グループの方が好
まれる傾向があります。
こうした動きが進んでいる背景には、各社とも

水循環サイクル全体をカバーしていく傾向に支え
られている面があります。以前は上水道だけを提
供していたような会社が、次のステップとして下
水道もカバーするようになるという形で、全体の
サイクルをカバーしていくことにより、より契約
が安くなって効率が上がり、収入を増やすことが
できるようになります。
滝沢座長：同じ質問をギャラーディさんにしたい
と思います。アメリカには５万以上の様々なサイ
ズの水道事業体があることを伺って非常に驚きま
した。そういった小さな水道事業体に関して、統
合や再編というような動きはあるのでしょうか。
例えば連邦政府、州政府は、何らかのインセン
ティブや規制を与えることで、そういった動きを
促すような取組を行っているのでしょうか。
デボラ・ギャラーディ（アメリカ）：連邦政府、
州政府からトップダウンで再編を促すような動き
は特にありません。ただし、地域によっては水源
が不足していますので、コミュニティが結束し
て、地域としての水源を確保するような動きはあ

ります。他には、上水道と下水道のサービスが統
合する例もあります。１つのエリア内で再編して
いくということではなく、もう少し広いエリアで
の再編の動きも見られます。何が再編を活性化す
るのかは、ケースバイケースだと言えます。

＜水の再利用、再生水＞
滝沢座長：今、水循環の話が出ましたが、プレゼ
ンテーションでは、水の再利用、再生水もスペイ
ンでは非常に重要だという話がありました。しか
し、再生水を使うことをユーザーが好まないの
で、使うのは難しいという話もありました。
水の再利用、再生水の将来をどうお考えでしょ
うか。また、水道水の料金を計算するのと同様に
再生水の料金を計算することについて、法的な観
点からはどうなのでしょうか。
フランチェスク・エルナンデス・サンチョ（スペ
イン）：スペインでは、再生水、水の再利用は、
これからのあるべき方向性だということについて
意見は一致しています。しかし、再生水をどのよ
うに使うのが最善の方法なのかを決めかねている
ところです。
その１つは、自治体と農業従事者の間での交
換、すなわち、下水処理場からの処理水を農家が
無料で使い、その代わりに自治体が地下水を使う
というやり方です。仮説的になりますが、そのと
きの支払いは自治体が使用する地下水と同程度に
するという考え方です。この方法は、農家にとっ
ても夏季の水源の半分が保証されるという意味で
有利な取り決めになると思います。また、都市部
においても、下水を脱塩処理するよりも安く水を
入手できます。
飲料水の確保のために補助金を使いながら、か
つ排水のコストを完全に回収するのは理想的なや
り方ではありません。水の処理に補助金が使われ
るからです。一方、環境面からの見地もあります。
排水が川など環境に流れ込んでいく事態を考える
と、行政側がお金を使う、何らかの補助金を出す
ことも正当化され、それによりユーザーに負荷が
かからないという考え方です。
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＜コスト・リカバリーと水道料金＞
滝沢座長：それでは、次の重要な問題に話を移し
たいと思います。「投資と水の価格」というポイ
ントです。多くの質問がオランダのエド・スミー
ツさんに寄せられています。
フルコスト・リカバリーに関するお話がありま

したが、「フルコスト」の中には何が含まれてい
るのでしょうか。設備を維持管理するための将来
の投資、株主への配当なども全て含まれるので
しょうか。
エド・スミーツ（オランダ）：運営コスト、借入
にかかる金利コスト、資産に対する減価償却コス
トが全て含まれています。また、資本金は貸借対
照表のトータルの25％でなくてはなりません。こ
れにより将来の投資が確保されています。
オランダでも、ヴィテンのような大企業が地域

において買収を行うことがあります。地域の小さ
な水道事業体を地方自治体から買収するときに、
例えば市長に「これから何年にもわたって多額の
配当を払います」ということを言うわけです。水
道料金は水道事業会社のオーナーが決定します。
そうした状況で何が起こるかというと、企業が得
た利益を利用者に還元せず、関係するコミュニ
ティに配当という形で還元します。これを実際に
行った事業体が２社ありました。これによって、
政府は対応を取る必要に迫られ、法律でこのよう
な行動を禁止しました。配当やバランスシート上
の資本金に関して上限を持たせ、料金に影響を与
えないようにしました。
コカコーラのような民間企業であれば構わない

と思いますが、水道は利用者のお金を使いますの
で、事業体が株主にお金を渡すことは許されない
ことだと思います。
滝沢座長：日本では人口が急速に減少しているこ
とから、水の需給量や水道事業体の収益は減って
きています。そうなると、フルコストという意味
では料金は高くなってくると思うのですが、オラ
ンダでも似たような状況なのでしょうか。
エド・スミーツ（オランダ）：オランダは日本と
同じ状況ではないと思いますが、20～25年ほど前
にはかなりの投資を行う必要がありました。水源
は地下水だけでは十分ではなかったので、表流水

を利用するシステムも建設する必要がありまし
た。その際、我々は２つの対応策をとりました。
まずは、コスト対応の原則である料金の改定で
す。２つ目は、事業統合による効率改善です。こ
れらの二重の効果により対応しました。私は当
時、水道事業会社で財務のトップをやっていまし
たが、料金を５年間で40％ぐらい値上げしまし
た。ユーザーに対しては、「我々を信用してくだ
さい、これ以上は値上げしません」ということを
しっかりと伝えました。
滝沢座長：ルーマニアでは10年、20年前と比較す
ると、料金がかなり上がってきています。将来も
さらに上がることが想定されると思います。これ
を一般の方たちはどのように受け止めているので
しょうか。また、ポパさんは今後どのような料金
体系になるとお考えですか。
テオドール・ポパ（ルーマニア）：ルーマニアに
は水資源が十分にあります。30～40年前にはかな
りの量を産業用、家庭用に使っていました。
人々は、水に対して料金を払う感覚をほとんど
持っていません。企業としても財務状況は非常に
悪く、インフラを維持することができませんでし
た。そして90年代には、ピークの時間帯に水がな
い、出ないという状況が発生しました。それが政
治家の注目を引き、人々もインフラを維持してい
くためにはお金が必要なのだということを理解す
るようになりました。１日24時間水を利用するた
めにはいくら支払わなければならないのか、とい
う考え方になってきたわけです。
下水道に関しては、90年代は実は全く処理を
行っておらず、直接川に排出していました。そこ
で水の品質、サービスの品質をしっかりと保証す
ることができませんでした。
このような状況があったことはもうはるか過去
の話になってしまい、人々はまたお金を払いたが
らなくなってしまいました。
滝沢座長：スペインでも今後、排水処理や再利用
を進めていくためには投資が必要だと思います。
政治的、財務的にも料金設定は非常に難しい部分
だと思いますが、現状での対応と今後の動きにつ
いてご意見をお聞かせください。
フランチェス・エルナンデス・サンチョ（スペイ
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ン）：財務的には今の状況はあまり良くありませ
ん。料金は固定部分と変動部分の２つからなって
いますが、我々の戦略としては、固定部分のみを
上げていくこととしています。従量制で分かりや
すい変動部分に対し、固定の部分は説明が難しい
ところがありますが、ここを毎年増やしていま
す。また、料金の一部を、排水の品質向上のため
下水処理施設への投資に使っています。
最終的には、再利用水のためのフルコストをカ

バーできるようにし、ユーザーの負担を減らして
いければと考えています。スペインにおいて、
ユーザーの負担する水道料金は家計の0.8％にし
か満たないことから、まだ値上げする余地はある
と考えています。しかし、政治的な問題から料金
を上げることは簡単ではありません。

＜ソリダリティ・メカニズム＞
滝沢座長：それでは次にポパさんへの質問です。
プレゼンテーションで「ソリダリティ・メカニズ
ム」という言葉を使われていました。これは解釈
するに「所得者に対する配慮」だと思っているの
ですが、具体的にどういう意味なのかご説明いた
だけますか。
テオドール・ポパ（ルーマニア）：飲料水の製造、
給水、排水処理には様々なコストが関与していま
す。都市によっても、コストは異なります。１つ
の水道事業会社が多くの都市を含む地域を管轄し
ている場合、その地域全体に対して統一された料
金体系を適用することによって、効率性の高い都
市が効率性の悪い都市の分まで負担するという構
造が生まれるわけです。それが「ソリダリティ・
メカニズム」です。このような仕組みを持つこと
で、一部の自治体だけが２倍も３倍も高い水道料
金を採用する必要がなくなり、請求の上でも有益
な手法と考えられます。多くの企業にとっては、
特に内部的な影響はありません。固定費が約80％
ですので、この中でインフラ、人件費、ソフト
ウェア等を含めてカバーできる形になっています。

＜事業統合と効率性＞
滝沢座長：ベルギーの話に戻りたいと思います。
日本では小さい水道事業会社が山間地や小さな島

に存在しています。それらをより大きな水道事業
体が買収するということを進めたいわけですが、
そういった地域では、横浜や東京といった大都市
に比べると量の効率性が悪くなります。買収する
側としては、効率性の悪い地域の事業体を買収す
ることで全体の給水効率が犠牲になり、その結
果、大都市に住んでいるユーザーがその地域の分
も負担をしなければならないのではないかという
懸念が上がってしまう。そのため、なかなか買収
合併が進まない状況があります。
ベルギーでは非常にアクティブに小さな水道事
業体を買収していますが、買収にあたり、コスト
が増える分は誰が払うのかという議論は行われて
いるのでしょうか。
ヤン・ハメネッカー（ベルギー）：画一的な料金
体系を一律に適用するということは、買収の過程
において大きな問題にはなりません。我々はベル
ギー最大の企業として、トータルコストの回収に
取り組んできました。この20年間にわたり、大小
の事業体が我々の設定した水道料金を見習ってい
るという状況がありました。
トータルコストの回収はいつも危険にさらされ
ており、設備の更新をする場合にはそれをカバー
するために料金を上げなければいけません。しか
し、政治家がそのような値上げを許可することは
ないと思います。問題は、経営上の責任を持つの
は政治家ではなく、我々のような経営陣であると
いうことです。我々はクリエイティブな形で事業
を運営していくことを学んできたので、さほどプ
レッシャーは強くありません。「水のマーケティ
ング」という言葉はここで登場するわけです。
クリエイティブに水のマーケティングをするこ
とも可能です。水道管の熱交換機能を使って、発
生したエネルギーを売るといった手法をとること
も可能です。また、雨水の再利用に関しても、個
人レベルで利用する人が増えてきており、大きな
マーケットとなっています。また、再生水の産業
向け利用も非常に大きなマーケットになってきて
います。現在、我々は非常に忙しくビジネスモデ
ルの再構築に取り組んでいるところです。



第84巻　第10号（第 973 号） 水　　道　　協　　会　　雑　　誌 平成27．10

（　　）72

＜これからの料金体系＞
滝沢座長：最後にギャラーディさんへの質問にな
りますが、発表の中で「水道の利用多様性に対す
る料金」についてのお話がありました。このよう
なコンセプトを実現するためには、水道料金体系
を変えていく必要があると思います。使用量ベー
スの固定料金などの例を挙げていらっしゃいまし
たが、それに対して水道事業者はどのような取組
を行っているのでしょうか。
デボラ・ギャラーディ（アメリカ）：コストの回
収をできるだけ固定部分によって達成していこう
という傾向があります。そのためによく使われる
方法としては、利用者側に、例えば水道が持つ消
防に関する機能について教育するということがあ
ります。飲料水を供給する水道システムの役割に
加えて、消防活動のための能力ということも備え
ていることを強調します。また、現在、固定料金
に組み込める要素として、全ての人が払うことに
なっても公平性が失われないものはないかを分析
しているところです。
私がプレゼンテーションの中でお話ししたピー

クセットや消費量ベースの料金は、現段階では非
常に限定的なものに留まっていますが、今後ます
ます実施されるようになることが期待されていま
す。

＜SGメンバーからのコメント＞
滝沢座長：最後にパネリストの皆さんから一言ず
つコメントをいただきたいと思います。補足した
いことやこのワークショップの感想、参加者への
メッセージなどがあればお聞かせください。
エド・スミーツ（オランダ）：水の話は十分にさ
せていただきました。日本人の方の振る舞いや、
素晴らしく真面目な対応に本当に感謝しており、
しっかりとおもてなしをしていただいています。
例えば、人が通る時に椅子を動かして通路を空け
るなどいう細やかな気遣いに感銘を受けました。
昨日もホテルに戻るときに迷ってしまったので

すが、場所をまわりの皆さんに尋ねたら、すぐに
スマートフォンで調べて教えてくれました。オラ
ンダで同じようなことがあったら、おそらく全く
違った方向に連れていかれてしまうと思います。

食事会でも色々な日本酒を試させていただき、大
変堪能させていただきました。
こういった点からも、オランダ人は日本人から
多くを学べるのではないかと思っております。
テオドール・ポパ（ルーマニア）：私は、ルーマ
ニアでは何が起きるかということには触れないで
おこうと思います。皆さんにルーマニアへ来るこ
とを恐れてほしくありませんので。
今回は東京のような大都市に大変感銘を受けて
おりますが、それに加えてやはり水のことを考え
ていかなければなりません。水というのは常にい
つでもどこにでもあると思いがちなのですが、そ
れに対する適切な価値が見出されていないように
も思います。インフラは長い寿命を持つものでは
ありますが、交換しなければいつかトラブルが生
じますので、将来のことも考える必要がありま
す。サービスを利用者の方に広めていき、より理
解を深めていくことができればと思います。
フランチェスク・エルナンデス・サンチョ（スペ
イン）：今回はこのように素晴らしい体験をする
ことができ、私も大変感銘を受けています。東京
は本当に美しい街で、また日本水道協会の方々も
大変効率よく動いてくださいました。この場にお
招きいただいたことに対してお礼を申し上げま
す。これで終わりということではなく、今後も引
き続き連絡を取り合って協力していければと思っ
ています。ありがとうございました。
ヤン・ハメネッカー（ベルギー）：多くの方々の
協力を得てこのイベントを実現していただき、本
当に感謝しております。
吸収合併していくことだけが我々のゴールでは
ありません。最終的には顧客満足が重要になって
きますし、それに関しては日本からいろいろと学
べると思います。また、日本では自治体における
課題に関しても対応策を見つけて取り組んでいる
ということで、本当に素晴らしいと思いました。
そういったことも学んでいければと思っています。
デボラ・ギャラーディ（アメリカ）：私も他の皆
さんと同じように、日本の方に街中で色々と親切
に助けていただき、大変感謝しております。
水のシステムに関しても、日本では大変細かい
事案にも対応していて、情報のまとめ方や充実性
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に関して非常に高いレベルのものをお持ちだとい
うことに感心しています。
技術に関しても日本は特筆すべきだと思いま

す。例えば、スマートメーターや更なるエネル
ギー効率の向上、耐震対策など、サービスの向上
に向けた素晴らしい活動がなされていると思いま
す。本当にありがとうございました。
アイナ・ヘルゲセン（ノルウェー）：私も経済・
統計 SGのメンバーですが、今回来日することが
でき大変光栄に思っています。実は20年ほど前に
も、初めての海外渡航で日本を訪れました。当時
は今とは別の団体に所属しており、阪神淡路大震
災の直前という時期でした。その際には、水道に

関して大変多くのことを学ばせていただきました。
ノルウェーはヨーロッパの北に位置する寒い国
で、人口も500万人ほどですが、構造なども含め
て日本と類似点が多いことに気付きました。それ
ほど水資源が多くないという点も似ていると思い
ます。そのため、とても親近感をもっており、日
本のことが大好きです。
オスロにも日本から代表団がいらしたことがあ
るのですが、日本の皆さんからいろいろな質問を
いただきました。大変豊富な知識をお持ちで、本
気で学びたいのだという熱意を感じました。その
ような機会があったことも非常に良い思い出に
なっています。
今回はご招待いただき、本当に感謝しておりま
す。また2018年の IWA世界会議の時に来られる
ことを楽しみにしています。

⑷　座長総括
滝沢座長：皆さん、本日のワークショップにご参
加いただきましてありがとうございました。ま
た、プレゼンテーション、ディスカッションに参
加いただいた５人の SGのメンバーの方々に改め
て御礼を申し上げます。盛大な拍手をお願いいた
します。


